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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
四
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
代
田

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

千
代
田
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
復
旧
測
量
（
三
級
基
準
点
測

量
）
）

三

測
量
の
区
域

千
代
田
区
二
番
町
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
一

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
五
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
代
田

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

千
代
田
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
地
籍
図
根
多
角
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
及
び
内
神
田
一
丁
目

各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
八

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
橋
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

板
橋
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

板
橋
区
小
茂
根
四
丁
目
及
び
小
茂
根
五
丁
目
各

地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
一

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
府
中
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

府
中
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

府
中
市
全
域

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
田
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

測
量
施
行
者

大
田
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
（
Ｍ
Ｍ

Ｓ
）
）

三

測
量
の
区
域

大
田
区
矢
口
一
丁
目
、
矢
口
二
丁
目
、
矢
口
三

丁
目
、
下
丸
子
一
丁
目
、
下
丸
子
二
丁
目
、
千

鳥
一
丁
目
、
千
鳥
二
丁
目
、
千
鳥
三
丁
目
、
多

摩
川
一
丁
目
、
多
摩
川
二
丁
目
、
新
蒲
田
一
丁

目
、
新
蒲
田
二
丁
目
、
新
蒲
田
三
丁
目
、
蒲
田

本
町
一
丁
目
、
蒲
田
本
町
二
丁
目
、
仲
六
郷
一

丁
目
、
仲
六
郷
二
丁
目
、
仲
六
郷
三
丁
目
、
仲

六
郷
四
丁
目
、
西
六
郷
一
丁
目
、
西
六
郷
二
丁

目
、
西
六
郷
三
丁
目
及
び
西
六
郷
四
丁
目
各
地

内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
五
月
十
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十

五
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
立
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

国
立
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

国
立
市
東
一
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
五
日

ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
青
梅
市
根
ヶ
布

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の

二
及
び
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第

十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
を
指
定
し

た
の
で
、
同
令
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
務
所
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
適
正
化
事
業
ポ
ラ
イ
ト

二

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
五
番
五
号

三

申
請
者
の
名
称

株
式
会
社
ク
ロ
ニ
カ
デ
ザ
イ
ン

四

申
請
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
五
番
五
号

五

申
請
者
の
代
表
者

の
氏
名

西
村

拓
人

六

指
定
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

七

受
託
事
務
の
種
類

照
会
等
事
務

八

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

の
提
供
の
有
無

な
し

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

文
京
グ
リ
ー
ン
コ
ー
ト

二

店
舗
所
在
地

文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
二
十
八
番
十
号

三

設
置
者
名

科
研
製
薬
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
二
十
八
番
八
号

ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

日
本
生
命
保
険
相
互
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
村

克

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

松
永

陽
介

八

変
更
日

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

九

届
出
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月

二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
西
小
岩
店

二

店
舗
所
在
地

江
戸
川
区
西
小
岩
三
丁
目
三
十
八
番
一

号

三

設
置
者
名

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
十
七
番
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

田
尻

一

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

服
部

哲
也

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
尻

一

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

服
部

哲
也

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日

十
一

届
出
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月

二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
葛
飾
区
役
所
前
店

二

店
舗
所
在
地

葛
飾
区
立
石
四
丁
目
十
番
一
号

三

設
置
者
名

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
十
七
番
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

田
尻

一

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

服
部

哲
也

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
尻

一
（
サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
）
ほ

か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

服
部

哲
也
（
サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
）

ほ
か

十

変
更
日

令
和
二
年
九
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月

二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

高
井
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
高
井
戸
東
四
丁
目
一
番
三
号

三

設
置
者
名

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
十
七
番
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

田
尻

一
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代
表
者
名

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

服
部

哲
也

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
一
名

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
一
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
尻

一

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

服
部

哲
也

十
二

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月

二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
成
田
東
店

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
成
田
東
一
丁
目
三
十
五
番
十
二

号

三

設
置
者
名

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
十
七
番
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

田
尻

一

代
表
者
名

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

服
部

哲
也

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
一
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

サ
ミ
ッ
ト
株
式
会
社

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
尻

一

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

服
部

哲
也

十
二

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
五
月
二
十
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月

二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

雑

報



令和4年6月20日（月曜日）東 京 都 公 報（第17600号） ６

発 行
東

京

都
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京
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宿
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目
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号

電
話
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三
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代
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号
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式
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社

東
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目
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号

電
話
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代
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